
奈
良
県
高
齢
者
が
社
会
参
加
し
、
い
き
い
き
と
活
動
す
る
こ
と
を
促
進
し
て
活
力
あ
る
長
寿
社
会
の

実
現
を
図
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
四
十
号

奈
良
県
高
齢
者
が
社
会
参
加
し
、
い
き
い
き
と
活
動
す
る
こ
と
を
促
進
し
て
活
力
あ
る
長
寿
社

会
の
実
現
を
図
る
条
例

目
次前

文
第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

基
本
的
施
策
（
第
八
条
―
第
十
条
）

第
三
章

そ
の
他
の
措
置
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

附
則

人
生
百
年
時
代
を
目
の
前
に
迎
え
、
高
齢
者
一
人
一
人
が
健
康
長
寿
を
享
受
し
、
心
豊
か
で
満
た
さ

れ
た
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
は
、
重
要
な
行
政
課
題
で
あ
る
。

こ
の
課
題
を
見
据
え
た
と
き
、
高
齢
者
が
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
人
と
つ
な

が
り
、
社
会
参
加
し
、
い
き
い
き
と
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者

の
主
体
的
か
つ
自
発
的
な
参
加
及
び
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
一
人
一
人
の
加
齢
に
伴
う
心
身
の
活

力
低
下
の
予
防
及
び
介
護
予
防
に
資
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
生
き
が
い
と
充
実
感
を
も
た
ら
し
、
生

活
と
人
生
を
豊
か
に
し
、
さ
ら
に
、
高
齢
者
が
地
域
社
会
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
地
域
社
会
の
活
力
の
維
持
及
び
向
上
の
た
め
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

高
齢
者
が
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
人
と
つ
な
が
り
、
社
会
参
加
し
、
い
き
い

き
と
活
動
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
就
労
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
非
営

利
活
動
な
ど
地
域
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
、
生
涯
学
習
や
社
会
教
育
な
ど
高
齢

者
が
学
び
や
す
い
環
境
づ
く
り
、
高
齢
者
が
文
化
活
動
や
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
環

境
づ
く
り
、
そ
の
他
高
齢
者
の
社
会
参
加
や
い
き
い
き
と
活
動
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
対
策
等
を
、
国
、

市
町
村
、
事
業
者
、
県
民
及
び
関
係
団
体
等
と
連
携
、
協
力
し
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
県
民
が
健
康
長
寿
を
享
受
し
、
心
豊
か
で
満
た
さ
れ
た
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
社
会

の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
社
会
の
活
力
の
維
持
及
び
向
上
、
ひ
い
て
は
活
力
あ
る
長
寿
社
会
の
実



現
を
目
指
し
、
高
齢
者
が
、
地
域
社
会
で
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
人
と
つ
な
が
り
、
社
会
参
加
し
、
い

き
い
き
と
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
と
と
も
に
、
主
体
的
か
つ
自
発
的
な
参
加
及
び
活
動

の
促
進
等
に
関
し
、
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
方
向
性
を
示
し
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
高
齢
者
が
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
人
と
つ
な
が
り
、

社
会
参
加
し
、
心
豊
か
に
、
活
発
に
活
動
す
る
こ
と
の
促
進
に
関
し
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の

責
務
並
び
に
事
業
者
、
関
係
団
体
等
及
び
県
民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
促
進
に

関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
そ
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
に

よ
り
、
県
民
が
健
康
で
自
立
し
て
長
く
生
き
る
こ
と
を
享
受
し
、
心
豊
か
で
満
た
さ
れ
た
人
生
を
送

る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
社
会
の
活
力
の
維
持
及
び
向
上
並
び
に
活
力

あ
る
長
寿
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等

高
齢
者
が
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
孤
立
す
る
こ

と
な
く
人
と
つ
な
が
り
、
社
会
参
加
し
、
心
豊
か
に
、
活
発
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の

整
備
並
び
に
高
齢
者
の
主
体
的
か
つ
自
発
的
な
社
会
参
加
及
び
活
動
を
促
進
す
る
取
組
を
い
う
。

二

関
係
団
体
等

福
祉
、
教
育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
そ
の
他
の
多
様
な
分
野
に
お
い
て
活
動

す
る
団
体
又
は
個
人
並
び
に
自
治
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
そ
の
他
地
域
に
お
い
て
高
齢
者
の
社
会
参
加

等
の
環
境
づ
く
り
等
に
寄
与
す
る
活
動
を
行
う
団
体
又
は
個
人
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

高
齢
者
が
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
人
と
つ
な
が
り
、
社
会
参
加
し
、

心
豊
か
に
、
活
発
に
活
動
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
施
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
は
、
一
人
一
人
の
加
齢
に
伴
う
心
身
の
活
力
の
低
下

の
予
防
及
び
介
護
予
防
に
資
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
生
き
が
い
と
充
実
感
を
も
た
ら
し
、
生
活

と
人
生
を
豊
か
に
し
、
さ
ら
に
、
高
齢
者
が
地
域
社
会
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
つ
な

が
り
、
地
域
社
会
の
活
力
の
維
持
及
び
向
上
の
た
め
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
推



進
す
る
こ
と
。

二

高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
に
関
し
て
は
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
団
体
等
と

連
携
及
び
協
力
し
て
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。

三

高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
の
促
進
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
の
心
身
等
の
状
況
や

自
主
性
が
十
分
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
高
齢

者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
の
促
進
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す

る
責
務
を
有
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
五
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
高
齢
者
一
人
一
人
の
適
性
や
生
活
様
式
等
に
応
じ
た

働
き
方
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職
場
環
境
の
整
備
及
び
就
労
の
促
進
並
び
に
こ
れ
ら
を

推
進
す
る
人
材
の
育
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
団
体
等
の
役
割
）

第
六
条

関
係
団
体
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
及
び
市
町
村
と
連
携
し
て
高
齢
者
の
社
会
参

加
等
の
環
境
づ
く
り
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
七
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
加
齢
に
伴
う
心
身
の
活
力
の
低
下
の
予
防
及
び
介
護
予

防
の
重
要
性
並
び
に
生
涯
に
わ
た
り
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
人
と
つ
な
が
り
、

社
会
参
加
し
、
心
豊
か
に
、
活
発
に
活
動
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
自
ら
こ
れ

ら
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
の
重
要
性
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
、
県
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
が
行
う
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等

に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

基
本
的
施
策

（
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
の
促
進
）

第
八
条

県
は
、
高
齢
者
が
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
人
と
つ
な
が
り
、
主
体
的

か
つ
自
発
的
に
、
社
会
参
加
し
、
心
豊
か
に
、
活
発
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
高
齢
者
に

対
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
活
動
に
係
る
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く

り
等
の
促
進
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



一

就
労
の
継
続
、
再
就
職
又
は
起
業
等

二

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
自
治
会
に
係
る
活
動
そ
の
他
の
高
齢
者
が
地
域
に
お
い
て
行
う
活
動

三

生
涯
学
習
、
社
会
教
育
そ
の
他
の
高
齢
者
の
学
習
に
係
る
活
動

四

文
化
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
そ
の
他
の
高
齢
者
が
親
し
む
こ
と
の
で
き
る
活
動

五

そ
の
他
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
を
促
す
活
動

（
啓
発
等
）

第
九
条

県
は
、
高
齢
者
が
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
孤
立
す
る
こ
と
な
く
人
と
つ
な
が
り
、
主
体
的

か
つ
自
発
的
に
、
社
会
参
加
し
、
心
豊
か
に
、
活
発
に
活
動
す
る
こ
と
を
効
果
的
に
促
進
す
る
た
め
、

県
民
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
等
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
つ
い
て
、
広
報
及
び
啓
発
そ
の
他

の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
等
の
育
成
）

第
十
条

県
は
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
の
促
進
を
図
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
人

材
及
び
関
係
団
体
等
の
育
成
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

そ
の
他
の
措
置

（
国
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
と
の
連
携
及
び
協
力
等
）

第
十
一
条

県
は
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
の
促
進
そ
の
他
必
要
な
施
策
の
推
進
に

当
た
っ
て
は
、
国
、
市
町
村
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
二
条

県
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
等
の
環
境
づ
く
り
等
の
促
進
そ
の
他

必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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